
はい

いいえ

　そのご家族はあなた〔注1〕の 　そのご家族はあなたの
　①　直系尊属（父母、祖父母等） 　①三親等内の親族
　②　配偶者（内縁関係を含む） 　②内縁関係の配偶者の父母
　③　子 および子
　④　孫 　③内縁関係の配偶者死亡後
　⑤　兄姉弟妹 　の父母および子
　の、いずれかに該当しますか 　の、いずれかに該当しますか

　あなたはそのご家族と「同居」 　あなたはそのご家族と「同居」
　していますか 　していますか

　そのご家族の年収は
　１３０万円（１５０万円〔注2〕、１８０
　万円〔注3〕)未満、かつ、あなたの 　そのご家族の年収は
　年収の２分の１未満ですか。 　１３０万円（１５０万円〔注2〕、１８０
　また、毎月の仕送りをしていますか 　万円〔注3〕)未満、かつ、あなたの

　年収の２分の１未満ですか

　そのご家族は、国内に住民票〔注4〕があり
　ますか。または、住民票がなくても次の
　〔例外的に認められる場合〕に該当し
　ますか。
　・留学　・海外赴任の同行者
　・その他やむを得ず海外で居住する者
　　（判断に悩む場合は当組合へ相談）

そのご家族は主としてあなたにより生計を維持されているか

そのご家族は健康保険の被扶養者認定基準にあてはまるか

例） 同居　：　そのご家族の生活費が、あなたの収入によって
賄われていますか

　　 別居　：　毎月の仕送り額で生活費が賄われていますか

〔注1〕　「そのご家族」＝再認定対象者、「あなた」＝被保険者
〔注2〕　「１５０万円」は１９歳以上２３歳未満（被保険者の配偶者を除く）※R７年１０月１日から適用
〔注3〕　「１８０万円」は６０歳以上または障害者の場合
〔注4〕　国内に住民票がない場合は、〔例外的に認められる場合（留学・海外赴任の同行者等）〕を除いて
　　　　　原則認定できません。

認定になります

被 扶 養 者 認 定 の フ ロ ー チ ャ ー ト

スタート

当組合で認定の審査をします

そのご家族の収入　＜　仕送り額　　かつ

そのご家族と同一世帯に住む者の収入　＜　仕送り額　　ですか

認定

できません


